
議案第２８号 

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定につ

いて 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を次のように定

める。 

 

平成２８年２月２２日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 

 （山陽小野田市情報公開条例の一部改正） 

第１条 山陽小野田市情報公開条例（平成１７年山陽小野田市条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

  第１１条の次に次の１条を加える。 

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

 第１１条の２ 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求につ

いては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定

は、適用しない。 

 第１２条を次のように改める。 

 （審査会への諮問） 

第１２条 公開決定等又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があ

ったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号の

いずれかに該当する場合を除き、山陽小野田市情報公開審査会に諮問し、

その答申を尊重して当該審査請求について裁決をしなければならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部

を公開することとする場合（当該公文書の公開について反対意見書が提

出されている場合を除く。） 



２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替

えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければなら

ない。 

第１２条の２中「前条」を「前条第１項」に改め、同条第１号中「不服申

立人」を「審査請求人」に改め、「参加人」の次に「（行政不服審査法第

１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）」を加え、同条第２号

中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第３号中「不服申立てに係

る公開決定等」を「審査請求に係る公文書の公開」に、「不服申立人」を「審

査請求人」に改める。 

第１２条の３の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号

列記以外の部分中「決定又は」を削り、同条第１号中「不服申立て」を「審

査請求」に改め、「決定又は」を削り、同条第２号中「不服申立てに係る公

開決定等を変更し、当該公開決定等」を「審査請求に係る公開決定等（公開

の請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査

請求」に改め、「決定又は」を削る。 

 （山陽小野田市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 山陽小野田市個人情報保護条例（平成１７年山陽小野田市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第１８条の次に次の１条を加える。 

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

 第１８条の２ 第１３条第１項若しくは第１７条第１項の決定又は開示請求

若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

  第１９条を次のように改める。 

（審査請求があった場合の手続） 

 第１９条 第１３条第１項若しくは第１７条第１項の決定又は開示請求若し

くは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審

査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求について

裁決をしなければならない。 



  (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

  (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報

の全部を開示することとする場合（第三者から当該保有個人情報の開示

について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。） 

  (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報

の訂正等をすることとする場合 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替

えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければなら

ない。 

 （山陽小野田市行政手続条例の一部改正） 

第３条 山陽小野田市行政手続条例（平成１７年山陽小野田市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第１０号中「、異議申立て」及び「、決定」を削る。 

  第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

 （山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正） 

第４条 山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例（平成１７年山陽小野

田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  別表市長の部山陽小野田市情報公開審査会の項中「に係る行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立て」を「又は不作為に係る

審査請求」に改め、同部山陽小野田市個人情報保護審査会の項中「開示又は」

を「開示若しくは」に、「に対する行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）に基づく不服申立て」を「又は不作為に対する審査請求」に改め

る。 

 （山陽小野田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第５条 山陽小野田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７

年山陽小野田市条例第２０１号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 （山陽小野田市職員給与条例の一部改正）  

第６条 山陽小野田市職員給与条例（平成１７年山陽小野田市条例第５１号）

の一部を次のように改正する。 



  第２６条第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４

条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条

第１項本文」に改める。 

 （山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部改正）  

第７条 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例（平成１７年山陽小野田市

条例第５２号）の一部を次のように改正する。  

  第１３条第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４

条第１項又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第

１８条第１項本文」に改める。 

 （山陽小野田市手数料徴収条例の一部改正）  

第８条 山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項及び第３項中「から別表第３まで、別表第５」を「から別表

第５まで」に改める。 

  第５条第３号中「市長」の次に「（法令に免除の判断権者の定めがある場

合には、当該判断権者）」を加える。  

別表第４を削り、別表第３を別表第４とし、別表第２を別表第３とし、別

表第１を別表第２とし、附則の次に次の１表を加える。  

 別表第１（第２条関係） 

  行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下この表において「法」と

いう。）の規定（他の法律により準用する場合を含む。）に基づく事務  

 名称 事務 金額 

１ 書面の写し等交付

手数料 

法第３８条第１項に規定

する書面又は書類を複写

機により用紙に複写した

ものの交付 

１枚につき１０円 

（カラーで複写した

ものにあっては６０

円） 

法第３８条第１項に規定

する電磁的に記録された

事項を用紙に出力したも

のの交付 

１枚につき１０円 

（カラーで出力した

ものにあっては６０

円） 



行政手続等における情報

通信の技術の利用に関す

る法律（平成１４年法律

第１５１号）第４条第１

項の規定により同項に規

定する電子情報処理組織

を使用しての交付 

用紙の片面に複写

し、又は出力したも

のを交付することと

したならば、複写さ

れ、又は出力される

用紙１枚につき１０

円 

備考 

 用紙の両面に複写し、又は出力したものを交

付する場合の手数料の金額は、片面を１枚とし

て算定する。 

 （山陽小野田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

第９条 山陽小野田市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年山陽小野田市

条例第１６９号）の一部を次のように改正する。  

  第２６条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条中「異議申立て」を「審

査請求」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの

条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にさ

れた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定

めがある場合を除き、なお従前の例による。 

３ 第５条の規定による改正後の山陽小野田市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例第５条第２号の規定は、同条例第４条の規定による平成２８年

度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成２７年度分における業務

の状況の報告については、なお従前の例による。  
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議案第２８号 参考資料 

山陽小野田市情報公開条例新旧対照表（第１条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）  

第１１条の２ 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る

審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

 

（審査会への諮問） （審査会への諮問） 

第１２条 公開決定等又は公開の請求に係る不作為について、

審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべ

き実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

山陽小野田市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して

当該審査請求について裁決をしなければならない。 

第１２条 公開決定等について、行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当

該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の

各号のいずれかに該当するときを除き、山陽小野田市情報公開

審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについて

決定又は裁決をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 (1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る

公文書の全部を公開することとする場合（当該公文書の公

開について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

(2) 決定又は裁決で、不服申立てに係る公開決定等（公開請求

に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号

及び第１２条の３において同じ。）を取り消し、又は変更し、

当該不服申立てに係る公文書の全部を公開するとき。ただし、

当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを

除く。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項に

おいて読み替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写

しを添えてしなければならない。 

 

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 
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第１２条の２ 前条第１項の規定により諮問をした実施機関は、

次に掲げる者に対し、山陽小野田市情報公開審査会に諮問を

した旨を通知しなければならない。 

第１２条の２ 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲

げる者に対し、山陽小野田市情報公開審査会に諮問をした旨を

通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項

に規定する参加人をいう。以下同じ。） 

(1) 不服申立人及び参加人 

(2) 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 

(2) 公開請求者（公開請求者が不服申立人又は参加人である場

合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を

提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人であ

る場合を除く。） 

(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提

出した第三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場

合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） （第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第１２条の３ 第７条の４第４項の規定は、次の各号のいずれ

かに該当する裁決をする場合について準用する。 

第１２条の３ 第７条の４第４項の規定は、次の各号のいずれか

に該当する決定又は裁決をする場合について準用する。 

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は

棄却する裁決 

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は

棄却する決定又は裁決 

(2) 審査請求に係る公開決定等（公開の請求に係る公文書の

全部を公開する旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請

求に係る公文書を公開する旨の裁決（第三者である参加人

が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

 

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に

係る公文書を公開する旨の決定又は裁決（第三者である参加

人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限

る。） 
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山陽小野田市個人情報保護条例新旧対照表（第２条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）  

第１８条の２ 第１３条第１項若しくは第１７条第１項の決定

又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査

請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第９条第１項の規定は、適用しない。 

 

（審査請求があった場合の手続） （不服申立てがあった場合の手続） 

第１９条 第１３条第１項若しくは第１７条第１項の決定又は

開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請

求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施

機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会

に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求について裁決を

しなければならない。 

第１９条 実施機関は、第１３条第１項又は第１７条第１項の決

定について、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の

規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが不

適法であることを理由に却下するときを除き、審査会に諮問し、

その答申を尊重して当該不服申立てについて決定又は裁決をし

なければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合  

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る

保有個人情報の全部を開示することとする場合（第三者か

ら当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示した

書面が提出されている場合を除く。） 

 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る

保有個人情報の訂正等をすることとする場合 

 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項に

おいて読み替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写

しを添えてしなければならない。 
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山陽小野田市行政手続条例新旧対照表（第３条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（適用除外） （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第

４章の２までの規定は、適用しない。 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４

章の２までの規定は、適用しない。 

(1)～(9) （略）  (1)～(9) （略） 

(10) 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決そ

の他の処分の手続又は第３章に規定する聴聞若しくは弁明

の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続におい

て法令に基づいてされる処分及び行政指導 

(10) 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政

庁の裁決、決定その他の処分の手続又は第３章に規定する聴

聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため

の手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導 

  

（聴聞の主宰） （聴聞の主宰） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰すること

ができない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することが

できない。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

(4) 前３号に規定する者であった者 (4) 前３号に規定する者であったことのある者 

(5)・(6) （略） 

 

(5)・(6) （略） 
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山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

附属機関

の属する執

行機関 

附属機関 担任する事務 

市長 （略） （略） 

 山陽小野田市

情報公開審査

会 

山陽小野田市情報公開条例（平

成１７年山陽小野田市条例第８

号）の公文書の公開請求の決定

又は不作為に係る審査請求につ

いて審議し、答申すること。 

 

 

 山陽小野田市

個人情報保護

審査会 

山陽小野田市個人情報保護条

例（平成１７年山陽小野田市条

例第９号）で定める開示請求又

は訂正等の請求に係る個人情報

の開示若しくは訂正等の決定又

は不作為に対する審査請求につ

いて審議し、及び答申すること、

並びに同条例に基づき実施機関

から求められた事項について意

見を述べること。 

 

 （略） （略） 

附属機関

の属する執

行機関 

附属機関 担任する事務 

市長 （略） （略） 

 山陽小野田市

情報公開審査

会 

山陽小野田市情報公開条例（平

成１７年山陽小野田市条例第８

号）の公文書の公開請求の決定

に係る行政不服審査法（昭和３

７年法律第１６０号）に基づく

不服申立てについて審議し、答

申すること。 

 山陽小野田市

個人情報保護

審査会 

山陽小野田市個人情報保護条

例（平成１７年山陽小野田市条

例第９号）で定める開示請求又

は訂正等の請求に係る個人情報

の開示又は訂正等の決定に対す

る行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）に基づく不服

申立てについて審議し、及び答

申すること、並びに同条例に基

づき実施機関から求められた事

項について意見を述べること。 

 （略） （略） 
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（略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） 
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山陽小野田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（公平委員会の報告事項） （公平委員会の報告事項） 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならな

い事項は、次に掲げる事項とする。 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない

事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 (2) 不利益処分に関する不服申立ての状況 
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山陽小野田市職員給与条例新旧対照表（第６条関係） 

改 正 後 改 正 前 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以

下「一時差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文に規定す

る期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情

の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取

消しを申し立てることができる。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以

下「一時差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第１４条又は第４５条に規定す

る期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の

変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消し

を申し立てることができる。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

 



- 9 - 

 

山陽小野田市職員の退職手当に関する条例新旧対照表（第７条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は、

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項

本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止

処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退

職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができ

る。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止め

る処分（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政

不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条第１項又は

第４５条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差

止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退

職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。 

５～１０ （略） 

 

５～１０ （略） 
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山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表（第８条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（手数料の名称等） （手数料の名称等） 

第２条 市が徴収する手数料の名称、事務及び金額は、別表第

１から別表第５まで、別表第７及び別表第８並びに別表第

１０から別表第１８までに定めるとおりとする。 

第２条 市が徴収する手数料の名称、事務及び金額は、別表第１

から別表第３まで、別表第５、別表第７及び別表第８並びに別

表第１０から別表第１８までに定めるとおりとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 手数料は、別表第１から別表第５まで、別表第７及び別表

第８並びに別表第１０から別表第１８までに定めがあるもの

のほか、１申請又は１請求を１件としてこれを徴収する。 

３ 手数料は、別表第１から別表第３まで、別表第５、別表第７

及び別表第８並びに別表第１０から別表第１８までに定めがあ

るもののほか、１申請又は１請求を１件としてこれを徴収する。 

  

（手数料の免除） （手数料の免除） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除

することができる。 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除す

ることができる。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長（法令に免除の判断権

者の定めがある場合には、当該判断権者）が特別の理由が

あると認めたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認

めたとき。 

  

別表第１（第２条関係） 

  行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下この表に

おいて「法」という。）の規定（他の法律により準用する

場合を含む。）に基づく事務 

 

 名称 事務 金額 

１ 書面の写し

等交付手数

法第３８条第１項

に規定する書面又

１枚につき１０円 

（カラーで複写した
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料 は書類を複写機に

より用紙に複写し

たものの交付 

ものにあっては６０

円） 

  法第３８条第１項

に規定する電磁的

に記録された事項

を用紙に出力した

ものの交付 

１枚につき１０円 

（カラーで出力した

ものにあっては６０

円） 

  行政手続等におけ

る情報通信の技術

の利用に関する法

律（平成１４年法

律第１５１号）第

４条第１項の規定

により同項に規定

する電子情報処理

組織を使用しての

交付 

用紙の片面に複写

し、又は出力したも

のを交付することと

したならば、複写さ

れ、又は出力される

用紙１枚につき１０

円 

  備考 

 用紙の両面に複写し、又は出力したも

のを交付する場合の手数料の金額は、片

面を１枚として算定する。 
 

別表第２ （略） 別表第１ （略） 

別表第３ （略） 別表第２ （略） 

別表第４ （略） 別表第３ （略） 

 

 

別表第４ 削除 
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山陽小野田市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表（第９条関係） 

改 正 後 改 正 前 

（審査請求） （異議申立て） 

第２６条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が

公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどう

かの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補

償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求

をすることができる。 

第２６条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公

務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は

応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認

定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施

について不服のある者は、市長に対して、異議申立てをするこ

とができる。 

  

  

 

 


